
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◎例えばこんなとき・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取引金融機関が一
堂に会するため、
お客様が各々の機
関に相談に行く手
間が省け、迅速な
対応が可能となり
ます。

経営改善計画につ
いて、取引金融機
関が意見交換を行
うことで、より的
確なアドバイスを
受けることができ
ます。

取引金融機関への

呼びかけは、

信用保証協会が

行います。

会議にかかる

諸費用は、

原則として

無料です！

 滋賀県信用保証協会 

 

返済方法の変更を考えているが、 

取引金融機関が複数あるので、 

思うように相談できない。 

経営サポート会議は、中小企業者の早期の経営改善や再生を図ることを目的にして創設さ

れたものです。経営改善に意欲のある中小企業者とメイン金融機関の要請に基づき、信用保証

協会が事務局となって、中小企業者、取引金融機関、信用保証協会が一堂に会する会議です。 

 

 

経営改善計画を策定したので、

取引金融機関に説明して協力を

要請したい。 

 

中小企業者・金融機
関・信用保証協会の
コミュニケーション
促進により、経営課
題の明確化、情報の
共有化が図れます。 

 

中小企業 

金融機関 

金融機関と保証協会が一体と

なったサポート体制の構築 

保証協会 

個別企業の経営改善や再生
に向けて、経営改善計画に
ついて意見交換や必要に応
じて経営改善についての助
言、金融支援策の協議など
を行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営ｻﾎﾟｰﾄ会議イメージ（個別支援会議）

相談事例

各金融機関は、各々方針を決定し、返済能力に合わせ、

Ｘ社の希望どおりに返済額を半減する条件変更を対応

保証協会で日程を調整し、支援会議を開催

同会議で、Ｘ社およびＡ、Ｂ、Ｃ金融機関と現状と今後の見通しについて意見交換を実施

メインであるＡ銀行から個別支援会議の紹介を受け、

事務局である保証協会に個別支援会議の開催を依頼

卸売業を営むＸ社は、売上の減少に加え、不良債権が発生し資金繰りが悪化

Ａ、Ｂ、Ｃ金融機関からの借入金の返済負担が大きく、返済額軽減の条件変更を希望

【お問い合わせ】 

滋賀県信用保証協会 経営支援部 【TEL】077-511-1323 

※本会議で対応を調整するものではなく、希望どおりの対応をお約束するものではありません。 

◎相談の流れ

中小企業者

相談

各金融機関による対応方針決定　①条件変更　②追加融資 再生支援協議会

専門家
税理士

中小企業診断士
弁護士

保証協会

金融機関

事務局（保証協会）

支援会議（保証協会）

金融機関

中小企業者

 中小企業活性化協議会 


